
船舶事故等調査報告書 

平成２１年８月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９横第６３号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２１年２月１１日 ０６時１７分ごろ 

発生場所 東京都墨田川蔵前橋付近 

（概位 北緯３５°４２.３′ 東経１３９°４７.１′） 

事故等調査の経過  平成２１年３月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務所）

を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 油送船 第三興
こう

雄
ゆう

丸、８６トン 

１３０２７４、有限会社豊興海運 

Ｂ 引船 つる丸、１４トン 

２３０－１５９８３東京、隅田川工業株式会社 

Ｃ 土運船 東京２６、３３ｍ 

なし、隅田川工業株式会社 

Ｄ 土運船 隅田丸３２号、２７ｍ 

なし、隅田川工業株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、四級海技士（航海） 

Ｂ 船長、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首左舷側パイプフェンダ凹損、右舷船首ブルワーク曲損 

Ｃ 左舷前方角部に１ｍほどの凹損、防舷材脱落 

蔵前橋 アーチリブ部損傷 

 事故等の経過 Ａ船は、船長ほか２人が乗り組み、隅田川を荒川区町屋七丁目に向けて

上航中、Ｂ船は、船長１人が乗り組み、Ｃ船、Ｄ船の順にえい
．．

航索をとっ

て引船列（以下「Ｂ船引船列」という。）とし、新海面処分場Ｇブロックに

向け下航中、平成２１年２月１１日０６時１７分ごろ、Ａ船の左舷船首と

Ｂ船がえい
．．

航中のＣ船の左舷船首とが衝突し、その後、Ａ船右舷船首ブル

ワークが蔵前橋橋脚に衝突した。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

Ａ船は、蔵前橋の手前２００ｍ付近に差し掛かっ

たとき、Ｂ船引船列の灯火を視認し、互いに行違い

が困難な場所で行会うことから、機関を全速後進

し、行きあしを止めようとしたが、船首が大きく右

に回頭し蔵前橋の橋脚に衝突する態勢になったの

で、左舷一杯に転舵したところ、Ｂ船引船列に向か

い、右舵をとったが、Ｃ船に衝突した可能性がある

と考えられる。 

Ａ船は、隅田川を逆航する状況にあったが、東京



都水上取締条例第１１条の規定に反して、Ｂ船引船

列に進路を譲らなかった可能性があると考えられ

る。 

Ｂ船は、蔵前橋手前でＡ船を視認したことから、

危険回避及びあおり波を緩和するつもりで減速し

た可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、夜間、隅田川においてＡ船が上航中、Ｂ船引船列が下航中、

Ａ船が行きあしを止めるなどして、Ｂ船引船列に進路を譲らなかったため、

Ｃ船に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 

備考 東京都水上取締条例（抄） 

第１１条 船舶、舟、又はいかだの行違いの困難な場所においては水流潮

流に逆航するものがその進路を譲らなければならない。 

 




